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徳島東部都市計画道路 阿南鳴門線（四国横断自動車道）等の
変更（素案）説明会の実施について

（説明会・素案の縦覧・公聴会のお知らせ）

このたび、四国横断自動車道小松島～徳島東間が新直轄方式により無料の高速道路
として整備されることとなり、インターチェンジや接続する道路等の構造について
一部変更が必要となりました。
このため、今回、四国横断自動車道の徳島東 （仮称）及びそれに接続する道路等IC

の都市計画の変更素案を作成しました。
つきましては、次のとおり説明会、素案の縦覧、公聴会を実施しますので、

お知らせします。

【説明会】
日 時 平成１９年１０月１６日（火） 午後７時より
場 所 沖洲小学校 徳島市南沖洲２丁目

※なお、会場の都合上、お車でのお越しは極力ご遠慮下さい。

【素案の縦覧】
日 時 平成１９年１０月１６日（火）～１０月３０日（火）

上記期間の平日の午前８時３０分～午後５時
場 所 徳島県 県土整備部 都市計画課、高規格道路推進局

徳島市 開発部 都市計画課、広域道整備課

【公聴会】
日 時 平成１９年１１月５日（月） 午後２時より
場 所 沖洲マリンターミナル 徳島市東沖洲２丁目

＊なお、公述の申し出がない場合は、公聴会を中止します。

日平成１９年９月２８

国土交通省徳島河川国道事務所、徳島県、徳島市、西日本高速道路（株）

問い合わせ先

徳島県 県土整備部 都市計画課 徳島県 県土整備部 高規格道路推進局
０８８－６２１－２５６５ ０８８－６２１－２６６７TEL TEL

さとみ つねとし なかうち まさみつ

都市計画課長 里見 恒利 次 長 中内 雅三

徳島市 開発部 都市計画課 徳島市 開発部 広域道整備課
０８８－６２１－５２６５ ０８８－６２１－５２６６TEL TEL

たにぐち えいいち のぐち たけお

都市計画課長 谷口 榮一 広域道整備課長 野口 武夫

国土交通省 徳島河川国道事務所 西日本高速道路株式会社徳島工事事務所
０８８－６５４－９６２４ ０８８－６２６－２０２１TEL TEL

かじ ひさお く ぼ い やすひろ

事業対策官 梶 久夫 工 務 課 長 久保井 泰博



　都市計画の変更手続き

ｍｃ

小松島～徳島東間のこれまでの経緯

  平成　３年１２月　基本計画決定（阿南～徳島間）

  平成　６年１１月　都市計画決定（小松島～鳴門間）

  平成　８年１２月　整備計画決定（小松島～鳴門間）

  平成１０年１２月　施行命令（小松島～鳴門間）

　平成１８年  ２月  新直轄方式の指定（小松島～徳島東間）

素案の縦覧   都市計画の変更素案を縦覧します。

　　期間：平成19年10月16日（火）～10月30日（火）
　　場所：徳島県　　県土整備部都市計画課、同高規格道路推進局
          徳島市　　開発部都市計画課、同広域道整備課

  都市計画の変更素案に関する公聴会を開催します。

　　日時：平成19年11月5日（月）　午後2時より
　　場所：沖洲マリンターミナル　 徳島市東沖洲2丁目
　　　※公述したい方は、平成19年10月31日まで（必着）に、徳島県
　　　　都市計画課まで、公述申出書を提出してください。
　　　（ただし、徳島東部都市計画区域内に居住する方に限ります。）
　　　　なお、公述の申し出がない場合は、公聴会は開催されません。

　都市計画の案を２週間、縦覧します。

　　　　変更案に対し、意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出
　　　　することができます。（ただし、徳島東部都市計画区域に
　　　　居住する方、もしくは利害関係のある方に限ります。）

　都市計画審議会で、都市計画の変更案について審議します。

　　　　縦覧期間中に提出された意見書については、その要旨をこの
　　　　都市計画審議会に提出します。

　都市計画の変更を告示します。

　　　　この告示後、都市計画道路の区域内で建物を建てようとする
　　　　場合には、事前に県の許可が必要となります。

  都市計画の変更素案について、説明を行います。

都市計画の
変更案の縦覧
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説明会（今回）



　このたび、四国横断自動車道の小松島～徳島東間が新直轄方式により無
料の高速道路として整備されることとなり、インターチェンジや接続する
道路等の構造について一部変更が必要となりました。
　このため、今回、四国横断自動車道の徳島東IC (仮称)及びそれに接続す
る道路の都市計画の変更素案を作成しました。
　つきましては、次のとおり説明会、素案の縦覧、公聴会を実施します。

※なお、会場の都合上、お車でのお越しは極力ご遠慮下さい。

説明会・素案の縦覧・公聴会のお知らせ

お知らせ
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徳島県　　県土整備部　都市計画課、高規格道路推進局

徳島市　　開発部　都市計画課、広域道整備課
場　　所

平成1９年1０月１６日(火)～1０月３０日(火)

上記期間の平日の午前8時30分～午後5時
日　　時

沖洲マリンターミナル　徳島市東沖洲２丁目場　　所

平成19年1１月５日(月) 午後2時より日　　時

沖洲小学校 　徳島市南沖洲２丁目　1０月1６日(火)　午後７時より

会　　　場日　　　時

なお、公述の申し出がない場合は、公聴会を中止します。
また、その際には、県のホームページでもお知らせします。

都市計画道路の変更素案について、意見を述べたい方(徳島東部都市計画区域にお住まいの方に限
ります)は、平成19年1０月３１日(水)(必着)までに、公述申出書を徳島県県土整備部都市計画課
まで、提出してください。
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　　　〃　　　　　〃　　　　　 3・3・8  元町沖洲線 　

　徳島東部都市計画道路 1・3・2  阿南鳴門線 　（四国横断自動車道）

今回変更する都市計画






